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新屋地区土地区画整理事業施行区域見直し評価カルテ（案） 

 

【対象区域の諸元】 

区域の名称 新屋 
用途地域 

(建蔽率/容積率) 

第一種低層住居専用地域(40/60) 

第一種中高層住居専用地域(60/150) 

第二種中高層住居専用地域(60/200) 

第一種住居地域（60/200） 

商業地域（80/400） 

区分 

(全部又は一部) 
全部 

市街地の現況 

計画決定区域の大部分が住宅

地や商業地として土地利用さ

れている。 

計画決定年月日 

(当初) 
昭和29年７月５日 

計画決定年月日 

(最終) 
昭和29年７月５日 

計画面積 62.8ha 

完了面積 0.0ha 地区内人口 ※ 2,095人 

未着手面積 62.8ha 地区内人口密度 33.4人/ha 

事業認可面積 0.0ha 建築物戸数 869戸 
 

※住民基本台帳（令和４年３月 31 日時点）より推計 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画決定区域 

 
未施行区域 

（見直し対象） 

 

西部市民 
サービスセンター 日吉神社 

新屋駅 
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【ステップ１：都市計画決定の目的との検証】 

都市計画決定の目的 

 現在の本市に於ける人口の推移は年々約３千人の増加率を示しており、今後の工場誘

致による生産都市への転換が人口の急増を伴うことは他地区の場合において記したとお

りであるが、旧雄物川の内港々路たる運河の開削により茨島工場地帯が益々発展の度を

加え、すでに昭和２８年において三菱金属秋田精錬所が設置され将来の発展性の片鱗を

表している。 

しかも之等茨島工場地帯の隣接地にして住宅適地である本地区は、寺内将軍野地区同

様将来の住宅街となるのは明らかである。 

以上の観点から本地区の宅地化を図り、都市計画の根本理念に即応する理想的な住宅

街を建設せんとするものである。 

（昭和２９年７月５日 都市計画決定図書より） 

現状における都市計画決定の目的との適合性 

 本地区は、大正６年から実施された雄物川大改修工事により発展を遂げていた茨島工

場地帯の隣接地であり、将来的な住宅需要を見込み、昭和２９年に住宅街の整備を目的

とした「新屋地区土地区画整理事業」が都市計画決定されたが、現在に至るまで事業を

実施しておらず、全域が「未施行区域」となっている。 

現状は、主に住宅地や商業地として土地利用されており、既に一定程度の住宅街が形

成されているが、都市計画決定の目的がおおむね達成されているかどうかについては、

以降のステップでの検討により最終判断する。 
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【ステップ２：区域を取り巻く状況の整理】 

評価項目 位置づけ 内  容 

総合計画 あり 

都心・中心市街地を本市の顔となる各種高次

都市機能の集積を図る拠点として、また、６

つの地域中心を、地域特性を踏まえた生活サ

ービスの拠点として、都市機能や居住の誘導

を図り、持続可能なコンパクトな市街地形成

を目指すとしているが、地域中心の１つであ

る西部地域には、新屋地区が含まれている。 

都市計画区域マスタープラン あり 

新屋地区などの各地域の中心は、地域の生活

拠点として、利便性が高い市街地形成を目指

すとしている。 

都市計画マスタープラン あり 

計画決定区域は、西部地域の地域中心に含ま

れており、既存の行政・文化機能や公共交通

の維持・充実を図るとともに、日常の暮らし

の中で必要な生活サービス施設や居住を誘導

し、地域住民の生活利便性の向上に向けた環

境づくりを進めることとしている。 

地域防災計画 あり 

地域防災拠点施設（災害発生時における防災

活動の拠点としての機能のほか、コミュニテ

ィ活動に資する総合施設、備蓄施設等を備え

た施設）として、新屋地区にある西部市民サ

ービスセンターが位置づけられている。 

地域要望 なし 
土地区画整理事業の実施に関する地域要望は

ない。 
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【ステップ３：評価基準に基づく評価】 

 

評価項目 内  容 評  価 

環 

境 

阻 

害 

要 

素 

自然災害 災害履歴のある箇所および発生のおそ

れのある箇所があるか。 

災害履歴のある箇所や河川

氾濫により浸水が想定され

る区域がある。 

（６ページ参照） 

火災の危険 ［火災危険区域の有無］ 

住宅密集地や袋小路が多いという理

由により、秋田市地域防災計画の火

災危険区域に含まれているか。 

火災危険区域に含まれてい

る箇所がある。 

（７ページ参照） 

［消防活動困難区域の有無］ 

消防自動車の出入りが可能なおおむ

ね幅員６ｍ以上の道路から１４０ｍ

以内であるか。また、その道路の通

り抜けは可能か。 

消防活動困難区域はない。 

（７ページ参照） 

不 

足 

環 
境 
要 

素 

道路への接道 幅員４ｍ以上の道路に間口が２ｍ以上

接している宅地（建築基準法において

建物を建築できる接道条件）の有無 

道路への接道条件を満たし

ていない宅地がある。 

（８ページ参照） 

上下水道 上下水道の供給処理施設の有無 上下水道の整備が十分でな

い宅地がある。 

（９ページ参照） 

生活に必要な

都市空間 

公園・緑地、境内地、校庭等、避難場

所となり得る都市空間が３％以上確保

されているか。 

都市空間は３％以上確保さ

れていない。 

（１０ページ参照） 
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【ステップ４：代替整備の検討】 

 

課題エリア 面 積 対応事業等 カバー面積 カバー率 

ステップ４－１ 

自然災害 

（６ページ参照） 

約24.70ha 防災情報の提供 約24.70ha 100％ 

ステップ４－２ 

火災の危険 

（７ページ参照） 

約8.42ha 
全域が消防活動可能

区域 
約8.42ha 100％ 

ステップ４－３ 

道路への接道 

（８ページ参照） 

約4.58ha 
開発行為 

道路改良事業 
約4.58ha 100％ 

ステップ４－４ 

上下水道 

（９ページ参照） 

約0.22ha 上下水道整備事業 約0.22ha 100％ 

ステップ４－５ 

生活に必要な都市空間 

（１０ページ参照） 

62.8ha 代替の都市空間あり 62.8ha 100％ 
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日吉神社 

新屋駅 西部市民 
サービス 
センター 

【ステップ４－１：課題エリアと対応事業等の箇所図】（自然災害） 

  災害履歴として、一部に日本海中部地震による液状化履歴箇所がある。また、直近

１０年間では、水害として床下浸水が２件、道路冠水が３箇所確認されている(※)。 

災害の発生のおそれのある箇所について、秋田県土砂災害危険箇所マップでは、土

砂災害が想定される箇所はなく、秋田市津波ハザードマップにおいても、大津波によ

る浸水が想定される区域はない。 

一方、秋田市水害ハザードマップでは、雄物川流域で１０００年に１回程度の大雨

（４８時間の総雨量が３５０ｍｍ）により河川が氾濫した場合、浸水が想定される区

域がある。 

これらの災害履歴箇所や浸水想定区域が課題エリアとなるが、液状化や大雨による

浸水については、土地区画整理事業による面的整備では抜本的な解決にならず、その

発生頻度も高いものではないことから、課題エリアへの対応事業としては、ハザード

マップや防災カルテ等による防災情報（避難場所や危険箇所等の情報）の提供に引き

続き努めていくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未施行区域 

日本海中部地震による液状化履歴箇所 

※ 個人情報等の観点から、浸水被害が確認 

された箇所については、本資料に掲載し 

ていません。 

秋田市水害 
ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟより 

□水害ハザードマップの見方 
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【ステップ４－２：課題エリアと対応事業等の箇所図】（火災の危険） 

 秋田市地域防災計画において、新屋表町が火災危険区域に含まれている。 

消防活動困難区域の有無については、全域が消防活動の可能な区域（消防自動車の

出入りが可能なおおむね幅員６ｍ以上の道路から１４０ｍ以内）となっていることか

ら、消防活動困難区域はない。 

火災危険区域に含まれている新屋表町が課題エリアとなるが、本地区が含まれてい

る理由は、住宅密集地や袋小路が多いというものではなく、地形が傾斜地であるため

通常より延焼しやすいというものである。 

よって、土地区画整理事業による面的整備では抜本的な解決にならないことに加

え、全域において消防活動困難区域はなく、現状で消防活動に問題がないことから、

ここでは対応事業等の検討は行わないこととする。 

 

 

 

 

未施行区域 
 

道
路
幅
員 

６m 以上  

火災危険区域 
 

４m 以上 

６m 未満 
 

消防活動の可能な区域 

（６m 以上の道路から半径１４０m） 

 
４m 未満  

新屋駅 

西部市民 
サービスセンター 

日吉神社 
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【ステップ４－３：課題エリアと対応事業等の箇所図】（道路への接道） 

  行き止まり道路や幅員の狭い道路に接道している宅地、道路に面していない宅地が

１５９箇所（全体面積の約７％）あり、これらの宅地は建物を建築できる接道条件を

満たしていない可能性があるため、課題エリアとなっている(※)。 

対応事業として、民間事業者による開発行為や土地の寄付による秋田市道としての

道路改良事業の実施などにより、接道条件を満たすことが可能である。 

なお、課題エリアとなっている宅地の９割以上については、当該宅地に面した道路

等に関する協議を経て許可等を受けることにより、建築が可能であると推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未施行区域 
 

建築基準法第４２条に基づく道路 

（原則４ｍ以上の道路） 
 

 

※ 個人情報等の観点から、道路の

接道条件を満たしていない可能

性がある宅地については、本資

料に掲載していません。 

西部市民 
サービスセンター 

新屋駅 

日吉神社 
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日吉神社 日吉神社 

【ステップ４－４：課題エリアと対応事業等の箇所図】（上下水道） 

上水道については整備が十分でない宅地が２箇所（全体面積の約０.1％）、下水道

については１６箇所（全体面積の約０.４％）あり、これらの宅地が課題エリアとなっ

ている(※)。 

対応事業等として、土地使用承諾を伴う上下水道の整備が可能である。また、下水

道の整備が十分でない宅地のうち、私道に面している宅地については、一定の条件の

もと、申請による公共下水道の整備が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未施行区域 
 

上水道整備箇所 
 

下水道整備箇所 
 

西部市民 
サービスセンター 

新屋駅 新屋駅 

西部市民 
サービスセンター 

日吉神社 日吉神社 

※ 個人情報等の観点から、上下水道の

整備が十分でない宅地については、

本資料に掲載していません。 
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【ステップ４－５：課題エリアと対応事業等の箇所図】（生活に必要な都市空間） 

  未施行区域内における都市空間の占める割合は約１％となっており、評価基準であ

る３％以上を確保できていないことから、全域が課題エリアとなっている。 

  ここでは代替手法として、国土交通省等で示す高齢者徒歩圏の５００ｍ以内に都市

空間が存在するかどうかを再度評価することとする。 

未施行区域内には、避難場所に指定されている西部市民サービスセンターがあり、

同センターを中心とした高齢者徒歩圏５００ｍは、全域の約８割をカバーしている。 

また、未施行区域内には街区公園や児童遊園地、同区域周辺には児童遊園地なども

あり、全域において、高齢者徒歩圏内に代替となる都市空間が確保されていることか

ら、対応事業等の検討は行わないこととする。 

 

 

 

 

未施行区域 
 

公園・緑地 
 

高齢者徒歩圏 

（半径５００ｍ）  
避難場所 

 

児童遊園地 

新屋駅 

500ｍ 

500ｍ 

500ｍ 

西部市民 
サービスセンター 

新屋表町 
街区公園 

新屋比内町 
市営住宅公園 
 

児童遊園地 

新屋比内町 
街区公園 

大川端帯状 
近隣公園 

児童遊園地 

児童遊園地 

児童遊園地 

児童遊園地 

児童遊園地 

新屋西 
第ニ街区公園 

新屋扇町 
市営住宅公園 

花畑街区公園 

西部工業団地 
中央公園 

児童遊園地 
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【全体評価】 

 

全体評価 
存続、変更又

は廃止の判定 
変更の時期 

 本地区は、住宅需要を見込んだ住宅街の整備

を目的として土地区画整理事業が都市計画決定

されたものであるが、既に住宅地・商業地とし

て一定程度の住宅街が形成されている。 

市街地の評価については、民間開発等により

一定程度の住宅街が形成されており、一部道路

への接道等について課題がみられたものの、全

ての面において代替事業等の実施が可能であ

る。 

土地区画整理事業の実施に関する地域要望

や、その他配慮すべき特殊な事情等は特になか

った。 

以上を踏まえ、新屋地区土地区画整理事業に

ついては、短期による都市計画変更（廃止）を

目指す。 

 

 

 

 

 

 

廃 止 短 期 

（３年以内） 
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【参考】新屋地区の状況写真  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画決定区域 

 計画決定区域 

昭和２３年（国土地理院のデータをもとに作成） 

昭和３７年（国土地理院のデータをもとに作成） 
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 計画決定区域 

 計画決定区域 

昭和５０年（国土地理院のデータをもとに作成） 

平成２８年 
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 計画決定区域 

令和元年 
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【参考】土地区画整理事業施行区域見直しガイドライン(抜粋) [平成27年11月／秋田市作成] 
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